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地区計画の目標・方針 
 

●地区計画の目標 
当地区は、名鉄名古屋本線東岡崎駅から約１km 南西に位置し、周囲には教育施設

や住宅を主体とした既存市街地に囲まれた地域であり、住宅地として道路、公園等低

層住宅の良好な環境を形成、保持することを目標とします。 
 

●土地利用の方針 
当地区は、良好な低層住宅を主体とした土地利用を図ります。 

 

●建築物等の整備方針 
当地区での建築物の用途の混在化や敷地の細分化等による居住環境の悪化を防止

するため、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度を定めます。 

日照、通風等良好な住環境を確保するため、建築物等の高さの最高限度を定めます。 

N 

 

区 域 図 
国道 248 号 

六名小学校 

県道岡崎幸田線 



     
      

地区にふさわしくない建築物が混在しないように、下記に掲げる建築 

物以外は、建築してはならないよう定めています。 
 

１ 住宅又は共同住宅 

２ 兼用住宅（延べ面積の１/２ 

以上を居住の用に供し、かつ、

店舗等の定められた用途に供

する部分の床面積の合計は 

５０㎡以下とする。） 

３ 各前号の建築物に付属する

もの（物置・自動車車庫等） 
 

 

 

          
 

 

まちづくりを進める上で、敷地面積が細分化されると、日照、通風等の

住環境及び街並みの景観を損なう恐れがありますので、敷地面積の最低限

度を定めています。 
 

130 ㎡ 
 

 

          
 

 

 

周囲の自然と調和した、街並みをつくりだすため、建築物の高さの最高

限度を定めています。 

 

 

 

10ｍ以下 
 

 
 

 
事務所･店舗等部分 

(50 ㎡以下かつ 

延べ面積×1/2 以下) 

居住部分 

ルール 1  用 途 

ルール２  敷地面積 

ルール３  建物の高さ 



上六名地区計画 
 

 

建築物等の用途の 

制限※ 

１ 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならな

い。 

(1) 住宅又は共同住宅 

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるも

ののうち建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号。以

下「政令」という。）第 130 条の３で定めるもの 

(3) 前各号の建築物に付属するもの（政令第 130 条の５で定

めるものを除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、地区計画の都市計画の告示日現在、

この地区計画が決定された際現に存する建築物の敷地で、あら

かじめ市長が認めたものについて、分割及び併合しない同一の

敷地として使用し、かつ、当該建築物と同一用途で建築する場

合であって、市長が当該建築物を土地利用上適当であると認め

たときは適用しない。 
建築物の敷地面積の 

最低限度※ 
130 ㎡ 

建築物等の高さの 

最高限度※ 
10ｍ 

※岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例に定められています。 

 

 

 

 

 
 

地区計画区域内において、一定の行為を行う場合には、工事着手の30日前 

までに、岡崎市に届出が必要です。 

●届出が必要な行為とは 

・建築物の建築または工作物の建設 

・土地の区画形質の変更 

・建築物等の用途の変更 
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